
国の40ha返還案は有償
追加建設容認が条件です

疑問がいっぱい
国は「追加建設は行わない」と歴代市長に文書で約束してきました。しかし「三者合

意」を反故にして700戸の追加建設計画を持ち出し、国は横浜側は約束した覚えがないと

主張。そのため長島前市長が職を辞して、市長選挙で民意を問い、逗子市民は追加建設

反対の意思を示しました。今回、国は過去の約束や飴(返還)がほしければ、新しい条件

を受け入れろと市を脅し、屈服することを求めています。約束を反故にして、市長に公

約変更の容認を求める国は許せません。あなたは国を信用できますか？

米
軍
の
本
設
小
学
校
計
画
は
、
当
初
計

画
な
く
、
住
宅
の
供
用
開
始
後
に
要
求
さ

れ
た
追
加
建
設
計
画
で
す
。
面
積
は
二
・

五
一
ha
、
「
三
者
合
意
」
で
復
元
さ
れ
た

東
側
緑
地
の
二
・
七
ha
に
近
い
緑
地
が
失

わ
れ
ま
す
。
食
物
連
鎖
の
頂
点
に
あ
る
猛

禽
類
の
オ
オ
タ
カ(

準
絶
滅
危
惧
種)

の
巣

が
あ
り
、
自
然
の
豊
か
さ
の
証
明
で
す
。

愛
知
万
博
で
は
会
場
が
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

横
浜
側
と
逗
子
側
を
結
ぶ
ト
ン
ネ
ル
が

あ
り
ま
す
が
、
国
は
追
加
建
設
の
工
事
車

両
、
完
成
後
の
住
宅
地
の
一
体
化
を
図
る

上
で
、
ト
ン
ネ
ル
の
再
整
備
を
計
画
し
、

逗
子
市
の
協
力
を
求
め
て
い
ま
す
。
予
測

で
き
る
こ
と
は
横
浜
側
は
道
路
事
情
が
悪

く
、
公
道
の
通
行
制
限
は
で
き
ず
、
今
後

ほ
と
ん
ど
の
車
両
が
逗
子
側
を
通
過
す
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
土
砂
搬
出
な
ど
は
長

期
間
に
及
び
、
完
成
後
も
交
通
事
故
と
渋

滞
問
題
は
益
々

深
刻
な
事
態

を
招
く
こ
と

に
間
違
い
あ

り
ま
せ
ん
。

国
と
米
軍
は
、
米
軍
住
宅
計
画
を
当
初

約
一
○
○
○
戸
を
要
求
。
三
島
市
長
が
九

二
○
戸
、
調
停
案
で
八
五
四
戸
ま
で
減
ら

し
、
「
三
者
合
意
」
で
現
況
緑
地
の
保
全

と
追
加
建
設
を
し
な
い
こ
と
を
約
束
し
ま

し
た
。
今
回
の
計
画
で
一
五
五
四
戸
、
人

口
は
六
千
人(

現
在
三
千
三
百
人)

を
超
え

ま
す
。
池
子
の
森
は
一
つ
で
す
。
逗
子
市

は
身
近
に
あ
る
緑
を
残
す
ま
ち
づ
く
り
を

進
め
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
以
上
の
緑
の
破

壊
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

追
加
建
設
七
〇
〇
戸
の
容
認

三
六
・
七
ha
緑
地
開
発

条件１条件２条件３

横
浜
と
逗
子
を
結
ぶ

ト
ン
ネ
ル
整
備
の
協
力

本
設
小
学
校
計
画
の
容
認

基
地
機
能
の
一
体
化

交
通
問
題
な
ど
倍
増

解
決
手
法
は
あ
り
ま
せ
ん

三
者
合
意
の
約
束
違
反

池
子
の
森
を
破
壊
し

生
態
系
維
持
は
困
難
に

オ
オ
タ
カ
の
営
巣
地
に

な
ぜ
建
設
す
る
の
か

池子基地内の高層マンション

現在の狭いトンネル

1984年9月5日 三島虎好市長「33項目の回答」

住宅建設戸数の順守について

「家族住宅を追加建設する考えはない」

2001年7月9日 長島一由市長 「5項目の回答」

33項目の回答の中で「家族住宅を建設する考えはな

い」と回答しており、現在でも同じ認識であります。

1994年11月17日 澤光代市長 「三者合意」

「防衛施設庁は、本施設の米国への提供にあ

たって、施設内の緑地の現況保全に配慮する」

1987年5月8日 富野暉一郎市長「知事調停案」

米軍家族住宅計画地について

「米軍住宅の追加建設はないものとする」

国 が 逗 子
市 に 約 束
した文書



国との協議に入れば、明白な公約違反になります。

市
長
は
米
軍
住
宅
と
本
設
小
学
校
の
追
加

建
設
に
つ
い
て
、
国
の
約
束
違
反
を
厳
し
く

批
判
し
て
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
一
転
し
て
国
か
ら
の
提
案
を

「
一
定
評
価
し
た
い
」
と
発
言
、
提
案
内
容

を
十
分
に
確
認
も
せ
ず
、
市
民
説
明
会
を
開

催
。
国
と
の
協
議
に
入
る
姿
勢
も
見
せ
て
い

ま
す
。

し
か
し
、
国
と
の
協
議
、
テ
ー
ブ
ル
を
作

る
条
件
は
追
加
建
設
の
容
認
で
す
。
市
長
の

公
約(

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト)

は
「
追
加
建
設
反
対
」

で
す
。
市
民
と
の
契
約
を
反
故
に
し
て
、
市

長
権
限
で
基
本
合
意
を
結
ぶ
こ
と
は
、
民
主

主
義
を
根
底
か
ら
否
定
す
る
行
為
で
す
。

こ
ん
な
行
為
を
喜
ぶ
の
は
国
と
米
軍
だ
け

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

平
井
市
長
は
、
選
挙
公
約
で
長
島
前
市
長

の
追
加
建
設
反
対
を
引
き
継
ぎ
、
そ
の
立
場

か
ら
池
子
の
森
裁
判(

国
の
約
束
違
反
と
追

加
建
設
は
行
わ
な
い
こ
と
の
確
認
を
求
め
る)

を
行
い
、
国
に
三
者
合
意
を
守
る
よ
う
に
求

め
て
き
ま
し
た
。
残
念
な
こ
と
に
最
高
裁
の

控
訴
費
用
の
予
算
が
一
票
差
で
否
決
。
市
長

与
党
の
次
世
代
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
反
対
が
な
け

れ
ば
可
決
し
て
い
ま
し
た
。

国
と
厳
し
く
対
峙
す
る
交
渉
は
、
大
変
困

難
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
粘
り
強
い
交
渉
を

市
民
は
見
守
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
信
念

を
曲
げ
ず
に
取
り
組
む
姿
勢
に
こ
そ
信
頼
が

寄
せ
ら
れ
て
も
い
ま
し
た
。

国
か
ら
容
認
を
条
件
に
し
た
返
還
案
に
揺

れ
る
市
長
の
姿
勢
は
、
公
約
を
信
じ
、
市
政

を
託
し
た
多
く
の
市
民
を
裏
切
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

●みどり基金を積増し、緑地購入を促進
●斜面地地下室マンションの高さ規制を条例化
●調和のとれた景観をつくる景観計画の実現
●まちづくり基本計画策定で計画的まちづくり

●西側運動施設の自由利用・公民館用地等の返還交渉

平井竜一市長の選挙公約

●
平
井
市
長
の
政
策
集(

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
よ
り)

追
加
建
設
反
対
の
立
場
で

西
側
運
動
施
設
の
自
由
利
用
と

病
院
・
公
民
館
用
地
の
返
還

平
井
市
長
は

国
に
約
束
を
守
れ
と
求
め
な
が
ら

市
民
と
の
約
束
を
反
故
に

で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
？

逗
子
市
民
は
、
市
是
と
し
て
池
子

全
面
返
還
を
求
め
て
き
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
国
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
米
軍

住
宅
問
題
で
市
民
は
二
分
し
、
十
年

を
超
え
る
反
対
運
動
の
末
、
苦
渋
の

選
択
と
し
て
三
者
合
意
で
受
け
入
れ

る
状
況
に
な
り
ま
し
た
。

池
子
問
題
を
め
ぐ
り
過
去
四
人
の

市
長
が
任
期
途
中
で
辞
職
、
再
選
挙
、

民
意
を
確
認
し
な
が
ら
市
民
自
治
を

築
い
て
き
ま
し
た
。

過
去
の
歴
史
を
踏
ま
え
、
市
民
参

加
条
例
、
住
民
投
票
条
例
も
制
定
し
、

私
た
ち
逗
子
市
民
は
、
新
た
な
一
歩

を
踏
み
出
ま
し
た
。
条
例
の
趣
旨
は
、

市
政
の
重
要
事
項
は
市
民
の
参
加
と

一
人
ひ
と
り
の
自
覚
と
責
任
で
決
定

す
る
こ
と
を
決
め
て
い
ま
す
。
と
こ

ろ
が
、
平
井
市
長
は
自
ら
の
職
責
で

決
め
る
と
断
言
。
説
明
会
の
意
見
を

聴
く
の
み
で
、
民
意
を
諮
る
こ
と
な

く
決
定
す
る
考
え
で
す
。

市
民
説
明
会
で
も
容
認
や
反
対
に

関
係
な
く
「
民
意
を
問
う
べ
き
だ
」

と
多
数
の
声
が
あ
が
り
ま
し
た
。
そ

の
声
を
市
長
は
真
摯
に
受
け
止
め
る

べ
き
で
す
。

意見の違いを超えて、逗子のことは
逗子市民が決める市民自治を築こう
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逗
子
市
役
所
の
懸
垂
幕

●池子米軍住宅追加建設に反対

平井竜一が考える逗子のまち、次の８つのポ

イントを約束します。(リーフレットより)

市長は市民 契約を守れ！との
マニフェスト


